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（発信日）2025年６月11日

（電子提供措置の開始日）2025年６月５日

株 主 各 位
東京都渋谷区神宮前三丁目42番６号

代表取締役社長 石 井 正 和

第65回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第65回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通

知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報

（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネッ

ト上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトに

アクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://www.sankosangyo.co.jp

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ」「株主総会」の順に

選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）の

ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「三光産業」

又は「コード」に当社証券コード「7922」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR

情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よ

りご確認ください。）

なお、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、株

主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月26日（木曜日）午後５時30分までに議決

権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１．日 時 2025年６月27日（金曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区九段北四丁目２番25号

アルカディア市ヶ谷（私学会館）５階「大雪の間」

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第65期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第65期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第４号議案 会計監査人選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

（1）議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がないときは、賛成の意思

表示があったものとしてお取り扱いいたします。

（2）代理人による出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに受付にご提出

ください。なお、代理人は議決権を有する株主様１名に限らせていただきます。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書
用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記のインターネット上の当社ウェブサ
イト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いた
します。
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当日ご出席の際は、お手数ながら、同
封の議決権行使書用紙を会場受付へご
提出ください。

株主総会に
ご出席する方法

株主総会開催日時

2025年６月27日（金曜日）

午前10時

同封の議決権行使書用紙に議案の賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。議
決権行使書面において、議案に賛否の
表示がない場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせていただ
きます。

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

2025年６月26日（木曜日）

午後５時30分到着分まで

行使期限

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

インターネットで議決権
を行使する方法

2025年６月26日（木曜日）

行使期限

午後５時30分入力完了分まで

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます

ようお願い申しあげます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

ご注意事項

●株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

●複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（1）�郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の

内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

（2）�インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせ

ていただきます。またパソコン、スマートフォンとで重複して議決権を行使された場合も、同様に最後

に行使された内容を有効とさせていただきます。

●�議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担

となります。

議決権行使のご案内
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❸「ログイン」を
クリック

❷「ログインID・
仮パスワード」
を入力

❶「次の画面へ」を
クリック

❶

❷

❸

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

2

議決権行使
ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス
ワード」を入力しクリックしてください。

3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 9：00 ～ 21：00）

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する

ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

インターネットによる議決権行使のご案内
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事 業 報 告

（
2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

１．企業集団の現況

（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（2024年４月１日～2025年３月31日）における我が国経済は、

雇用・所得環境が改善し緩やかに景気が回復する一方で、個人消費の低迷や資

源価格の高騰に伴う物価の高止まり、世界経済の悪化懸念などにより、景気動

向におきましては不安定な状況が続いております。

印刷業界におきましては、日本国内において印刷需要が減少する中、原材料

の高騰による価格転嫁の難航、また海外においても現地企業との受注競争の激

化等、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような経営環境のもと当社グループは、2024年６月に、2027年に向けた

新たな中期経営計画を公表いたしました。当社グループは、特殊印刷業におけ

るリーディングカンパニーとしての強みを活かし、抜本的な収益構造改革及び

成長戦略への投資を推進することで、企業価値向上に努めております。具体的

には、特殊印刷事業の継続的な黒字体質への転換、老朽化した大阪工場を2024

年12月末をもって廃止し、不採算事業からの撤退による工場設備の統廃合を実

施し、収益構造の改革を目指しております。また、連結子会社株式会社ベンリ

ナーの事業基盤の再構築、積極的な設備投資による生産体制の効率化、増大す

る海外需要への販売体制の強化など、成長戦略への投資も行っております 。

その結果、当連結会計年度の売上高は9,666百万円（前年同期比6.7％減）と

なりました。

利益面におきましては、売上原価、販売費及び一般管理費の削減に努めた結

果、営業利益は82百万円（前年同期は71百万円の営業利益）となりました。ま

た、受取配当金及び為替差益の計上により経常利益は126百万円（前年同期は

190百万円の経常利益）となり、退職給付制度終了益、のれんの減損損失及び事

業整理損を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は86百万円（前年

同期は94百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。なお、事

業整理損は概ね完了いたしました。
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セグメント別の業績は次のとおりであります。

イ．日本

パネル関連製品の幅広い営業展開と、シール・ラベル製品の受注確保のた

め既存取引先の深耕のほか日用品関連等の新規分野への営業展開を積極的に

行い、製造面におきましては、歩留率の改善等による効率化を重点的に進め

てまいりました。

当連結会計年度の売上高は7,848百万円（前年同期比2.9％減）となりまし

た。また、利益面におきましては、工場の統合による売上原価圧縮、販売費

及び一般管理費の削減に努めた結果、セグメント利益は92百万円（前年同期

は22百万円のセグメント利益）となりました。

日本セグメントに所属する連結子会社は、株式会社ベンリナー、株式会社

トムズ・クリエイティブ及び株式会社アクシストラスであります。

ロ．中国

中国セグメントにおきましては、連結子会社燦光電子（深圳）有限公司に

ついて、2019年８月に製造工場を閉鎖し、販売会社として国内の営業部門及

び生産提携先との連携を強化し、中国市場における業績の安定化を目指して

積極的な営業展開を継続いたしましたものの、当連結会計年度の売上高は

1,180百万円（前年同期比28.4％減）となり、セグメント利益は23百万円（前

年同期は49百万円のセグメント利益）となりました。

なお、中国セグメントに所属する連結子会社は、光華産業有限公司及び燦

光電子（深圳）有限公司であります。

ハ．アセアン

アセアンセグメントにおきましては、連結子会社サンコウサンギョウ（マ

レーシア）ＳＤＮ．ＢＨＤ．について、日本国内外からの営業面・製造面の

支援を受け、積極的な営業活動及び製造工程の改善等を図っております。ま

た、サンコウサンギョウ（バンコク）ＣＯ．，ＬＴＤ．におきましては、日本

国内外から営業面の支援を受け、積極的な営業活動の改善等を図っておりま

す。

その結果、当連結会計年度の売上高は638百万円（前年同期比1.3％増）と

なりました。利益面におきましては、製造原価、販売費及び一般管理費の削

減に努めましたものの、セグメント損失は２百万円（前年同期は42百万円の

セグメント損失）となりました。
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② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は884百万円で、その主なものは、当

社における建物改築及び機械設備の導入に伴う費用であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、設備増設に関連する運転資金確保のため、

金融機関より借入金として810百万円を調達いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

（2）財産及び損益の状況

区 分
第62期

（2022年３月期）
第63期

（2023年３月期）
第64期

（2024年３月期）

第65期
（当連結会計年度）
（2025年３月期）

売 上 高（千円） 9,594,649 9,814,833 10,356,947 9,666,593

経 常 利 益 （千円） 116,577 44,527 190,780 126,884

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ま た は
当期純損失（△）（千円）

35,909 147,082 △94,040 86,096

１株当たり当期純利益
または当期純損失（△）

５円79銭 23円75銭 △14円63銭 11円16銭

総 資 産（千円） 11,843,168 11,218,558 11,789,228 11,846,144

純 資 産（千円） 7,717,288 8,049,058 8,554,021 8,775,616
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（3）重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

サンコウサンギョウ（マレーシア）
ＳＤＮ．ＢＨＤ．

10,000千
マレーシアドル

100％
ラベル等の企画、製造及
び販売

光華産業有限公司 30,000千香港ドル 100％
ラベル、パネル等の企画、
販売

燦光電子（深圳）有限公司 48,823千人民元
100％

（100％）
ラベル、パネル等の販売

サンコウサンギョウ（バンコク）
ＣＯ．，ＬＴＤ．

20,000千タイバーツ 100％
ラベル、パネル等の企画、
販売

株式会社ベンリナー 10,000千円 100％
野菜調理機器の製造・販
売

株式会社トムズ・クリエイティブ 45,000千円 100％

ノベルティグッズなどの
セールスプロモーション
ツールの企画、デザイン、
キャンペーン関連業務

株式会社アクシストラス 3,000千円 100％
空 調 家 電 を 主 と し た
Yoitasブランド製品の販
売

（注）議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

（4）対処すべき課題

当社グループの取引は、国内大手電機メーカーグループとの取引が中心であり

ます。

これらの大手電機メーカーにおきましては製品ライフサイクルの短期化に加え、

熾烈な価格競争に勝ち抜くため一層のコスト削減を狙い、自社の生産拠点の海外

移転や部材の現地調達化を進めております。この結果、当社の得意とする家電メ

ーカーとのシール・ラベル及びパネル等の取引は海外へ移転し、国内におきまし

ては印刷需要の減少により受注単価が下落する一方で物価高に伴う製造コスト増

大、また、海外においても現地メーカーとの受注競争の激化等、当社グループを

取り巻く事業環境は一段と厳しさを増しております。

このような状況のもと、当社グループは急激に変化を続ける事業環境に対応し、

将来にわたり持続的な成長・発展を成し遂げていくため、「顧客企業における最高

のサプライヤーになる基盤を整備する」を経営の基本方針に掲げ、以下の重点施

策に積極的に取り組んでおります。

① パネル事業の業界内地位の安定化

成長分野と捉えているパネル関連製品を受注拡大の柱とし、事業の拡大を図
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ってまいります。このため、この分野のシェア拡大を図るとともに、品質管理

の徹底、リスクに応じた適正見積の実施に加え、技術進歩に対応するための高

度な技術力を有する企業との連携を推進し、パネル部材業界において顧客企業

から信頼されうる確固たる地位の構築を目指してまいります。

② シール・ラベル事業の収益性の改善

国内市場におきましては、大手電機メーカー向けを中心にシール・ラベル需

要は縮小傾向にありますが、今後は国内工場の安定稼働に電気機器分野以外の

受注を拡大すると同時に工程改善や、きめ細かく顧客別の採算を図ること等に

より一層の効率化を図ってまいります。さらに、今後成長が期待できるメディ

カル分野、産業機器分野、食品・日用品分野、ノベルティ分野、教育機器関連

分野等将来のニーズに合った技術開発を中心に研究開発を行い、持続的な成

長・発展を目指してまいります。

③ 海外事業展開

中国事業展開におきましては、販売会社として国内の営業統括本部及び中国

ローカル提携先との連携をより一層強化し、中国市場における業績の安定化を

目指してまいります。また、今後もアセアン地域を中心に得意先メーカーの生

産シフトは続いていくものと思われますので、パネル製品及びシール・ラベル

製品においても内外の連携を強化し、受注の拡大と生産の効率化による製造原

価低減により業績の向上を推進してまいります。

④ その他

株式会社ベンリナーにおきましては、増設した設備による生産量増大に加え、

市場開拓を視野に入れ売上拡大を目指してまいります。

株式会社トムズ・クリエイティブにおきましては、引き続き新規コラボレー

ションの開拓等、ノベルティ部門の受注拡大を目指してまいります。

株式会社アクシストラスにおきましては、新商品の開発を推し進めるととも

にマーケティング・販売にも注力し売上の拡大を目指してまいります。

今後も引き続き成長分野における積極的な営業活動による受注拡大とともに、

生産能力増強投資及び生産性の向上を図り、管理業務効率化及び品質の向上を推

進し業績の安定化を図ってまいります。
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（5）主要な事業内容（2025年３月31日現在）

当社の企業集団は、当社及び連結子会社７社で構成されており、主として接着

剤付きラベル・ステッカー・パネル等の特殊印刷製品の企画及びその製造、販売

を行っております。株式会社ベンリナーにおきましては、野菜調理器製造事業を

行っております。株式会社トムズ・クリエイティブにおきましては、ノベルティ

グッズなどのセールス・プロモーションツールの企画、デザイン、キャンペーン

関連業務を行っております。株式会社アクシストラスにおきましては、Yoitasブ

ランドの運営・Eコマース事業を行っております。

（6）主要な営業所及び工場（2025年３月31日現在）

① 当社の主要な営業所及び工場

本 社 東京都渋谷区 埼 玉 工 場 埼玉県川越市

大 阪 支 店 大阪府東大阪市 長 野 工 場 長野県佐久市

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市緑区

② 子会社の主要な営業所及び工場

サンコウサンギョウ（マレーシア）ＳＤＮ．ＢＨＤ． マレーシア国セランゴール州

光華産業有限公司 香港

燦光電子（深圳）有限公司 中国広東省深圳市

サンコウサンギョウ（バンコク）ＣＯ．，ＬＴＤ． タイ王国バンコク都

株式会社ベンリナー
本社工場：山口県岩国市

広島工場：広島県山県郡

株式会社トムズ・クリエイティブ 東京都渋谷区

株式会社アクシストラス 東京都渋谷区

（7）使用人の状況（2025年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

335（67）名 △34（△16）名

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載し
ております。
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② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

167（43）名 △24（△16）名 43歳３ヶ月 15年６ヶ月

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載し
ております。

（8）主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社三井住友銀行 783百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 100百万円

株式会社商工組合中央金庫 150百万円

（注）１．当社は、上記株式会社三井住友銀及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入を行っておりま
す。運転資金の効率的な調達を行うために、株式会社三井住友銀行と300百万円、株式会社
埼玉りそな銀行と200百万円、株式会社三菱ＵＦＪ銀行と200百万円の当座貸越契約を締結
しております。

２．連結子会社株式会社ベンリナーは、上記株式会社三井住友銀行からの借入を行っておりま
す。設備増設に関連する運転資金の効率的な調達を行うために、株式会社三井住友銀行と
750百万円の当座貸越契約を締結しております。

３．連結子会社株式会社トムズ・クリエイティブは、上記株式会社商工組合中央金庫からの借
入を行っております。運転資金の効率的な調達を行うために、株式会社商工組合中央金庫
と100百万円の当座貸越契約を締結しております。
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２．会社の現況

（1）株式の状況（2025年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 15,200,000株

② 発行済株式の総数 7,878,800株

③ 株主数 1,476名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 エ ス ・ ワ イ ・ エ ス 851,000株 10.9％

株 式 会 社 エ ツ ミ 光 学 500,000 6.4

三 光 産 業 取 引 先 持 株 会 448,100 5.7

小 舘 和 美 318,851 4.0

鈴 木 佳 子 315,567 4.0

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 304,320 3.9

吉 田 文 子 269,800 3.4

田 中 周 子 234,700 3.0

松 村 紀 子 234,351 3.0

土 田 雄 一 220,900 2.8

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式80,974株を除いて計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

当社は2023年６月29日開催の第63回定時株主総会において、当社の取締役

（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の

付与のための報酬を支給することを決議しております。譲渡制限付株式の付与

のために支給する報酬の総額は年額50,000千円以内としております。

・取締役に交付した株式の区分別合計

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員である取締役及び社外

取締役を除く）
4,000株 ４名

⑥ その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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（2）新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（3）会社役員の状況

① 取締役の状況（2025年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 石 井 正 和
執行役員
株式会社ベンリナー 取締役

取 締 役 北 村 眞 一

執行役員 営業統括本部長
光華産業有限公司 董事長
燦光電子（深圳）有限公司 董事長
サンコウサンギョウ（バンコク）CO.,LTD.社長
株式会社アクシストラス 代表取締役
株式会社ベンリナー 取締役

取 締 役 岡 田 豊 執行役員 製造統括本部長

取 締 役 矢 野 恵 美 子
執行役員 営業統括副本部長兼営業業務推進部長
株式会社トムズ・クリエイティブ 取締役
株式会社ベンリナー 取締役

取締役（常勤監査等委員） 高 橋 光 弘

取 締 役（監査等委員） 大 津 素 男 大津公認会計士事務所 副代表

取 締 役（監査等委員） 川 添 啓 明 横濱啓明法律事務所 代表

（注）１．取締役（監査等委員）大津素男氏及び川添啓明氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）大津素男氏及び川添啓明氏は、以下のとおり、財務及び会計並びに

法務に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役（監査等委員）大津素男氏は、公認会計士の資格を有しております。
・取締役（監査等委員）川添啓明氏は、弁護士の資格を有しております。

３．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、
監査・監督機能を強化するために高橋光弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４．当社は、取締役（監査等委員）大津素男氏及び川添啓明氏を東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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② 責任限定契約の内容の概要

当社と各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低

責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、保険料は当社が全額負担しており

ます。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の役員及び執行役員で

す。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務に関し責任を負うこと又

は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填

補されます。

ただし、被保険者の故意による法令違反、犯罪行為に起因して生じた損害等

は填補されないなどの免責事由があります。

④ 取締役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員（人） 報 酬 等 の 総 額
報酬等の種類別の総額（千円）

基 本 報 酬 非 金 銭 報 酬 等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外 取 締 役）

４
（－）

39,100
（－）

37,670

（－）
1,429
（－）

取締役（監査等委員）
（うち社外 取 締 役）

３
（２）

12,600
（7,200）

12,600

（7,200）
－

（－）

合 計
（うち社外 取 締 役）

７
（２）

51,700
（7,200）

50,270

（7,200）
1,429
（－）

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
れておりません。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第56回定時株主総会
において、年額240,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいてお
ります。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、４名（うち、社外取締役
は０名）です。

３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第56回定時株主総会におい
て、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名（うち、社外取締役は２名）
です。

４．非金銭報酬等の限度額は、2023年６月29日開催の第63回定時株主総会において、年額50，
000千円以内、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数32,000株を、各事業年
度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする決議をいただいております。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、４名（うち、社外取締役
は０名）です。
当該株式報酬の内容及びその交付状況については「（１）株式の状況」に記載のとおりで
す。
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⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役が受ける報酬等の決定方針を取締役会の決議にて以下のとお

り定めております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報

酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決

定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると

判断しております。

イ．取締役（監査等委員を除く）の報酬の決定方針

取締役（監査等委員を除く）の報酬等については、基本報酬である月額の

固定金銭報酬と譲渡制限付株式の付与による非金銭報酬としております。そ

の報酬額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任期間、他社水準

等を総合的に勘案したうえ、各業務執行取締役の活動内容、貢献度等の評価

を行うには代表取締役社長が最適であるため、その決定権限を代表取締役社

長の石井正和に委任しております。

なお、当該評価及び決定内容に関しては、事前に監査等委員会がその妥当

性等について確認しております。

ロ．監査等委員である取締役の報酬等の決定方針

監査等委員である取締役の報酬等については、本報酬である月額の固定金

銭報酬のみとし、基本報酬の額については、常勤及び非常勤等を勘案のうえ、

各監査等委員である取締役の協議により決定しております。

⑥ 社外役員等に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役（監査等委員）大津素男氏は、大津公認会計士事務所の副代表であ

ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）川添啓明氏は、横濱啓明法律事務所の代表でありま

す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

出席状況及び発言状況

取締役（監査等委員）

大 津 素 男

当事業年度において開催された取締役会18回のうち18回に、監査等委員
として出席し、公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行うなど、当社の経営に対
する実効性の高い監督等に十分な役割・職責を果たしております。
また、当事業年度において開催された監査等委員会11回のうち11回に出
席し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発
言を行っております。

取締役（監査等委員）

川 添 啓 明

当事業年度において開催された取締役会18回のうち18回に、監査等委員
として出席し、弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、取
締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の発言を行うなど、当社のコーポレートガバナンスの向上に大きく寄与
されております。
また、当事業年度において開催された監査等委員会11回のうち10回に出
席し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発
言を行っております。
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（4）会計監査人の状況

① 名称 監査法人まほろば

② 報酬等の額
（単位：千円）

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,200

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

25,200

（注）１．上記の額は、いずれも公認会計士法第２条第１項の監査証明業務に係る報酬であります。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の
報酬等の額について同意の判断をいたしました。

４．当社の重要な子会社のうち、光華産業有限公司、燦光電子（深圳）有限公司、サンコウサ
ンギョウ（マレーシア）ＳＤＮ．ＢＨＤ．及びサンコウサンギョウ（バンコク）ＣＯ．，Ｌ
ＴＤ．は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資
格に相当する資格を有するものを含む）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの
法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要がある

と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す

る議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人

を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初

に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。
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（5）業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、そ

の他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

① 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務執行

が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．コンプライアンス

コンプライアンスに関する当社の企業倫理行動方針、社員行動規範（コン

プライアンスマニュアル）を当社の全取締役及び使用人並びに当社子会社

（以下「グループ各社」といい、当社と併せて「当社グループ」といいます。）

の全取締役等及び使用人に掲示し、啓蒙活動を行い、趣旨の徹底を図ってお

ります。

コンプライアンス活動を全社的な活動に位置づけるため、コンプライアン

ス委員会を設置し、委員長は代表取締役社長が務めております。コンプライ

アンス委員会は、当社グループの企業倫理行動方針、社員行動規範の遵守状

況を把握し、必要に応じて規範の改廃改善を講じ、効果的な活動を牽引する

こととしております。

ロ．内部通報制度の設置

法令違反または疑義のある行為に対し、当社グループ使用人が通報できる

制度を整備、運用しております。

ハ．内部監査

当社グループの各部署における法令、定款及び社内規程の遵守状況、業務

執行状況を内部監査規程に基づき監査する代表取締役直属の内部監査室を設

置しております。

ニ．財務報告の信頼性を確保する体制

当社グループの財務報告が法令等に従い適正に作成され、信頼性が確保さ

れるための体制を整備し、継続的に評価、見直しを行っております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会をはじめ重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規

程に基づいて決裁した文書等を法令及び文書管理規程に基づき適正に保存及び

管理しております。

取締役及び監査等委員会は、取締役の職務執行に係る記録や決裁文書等をい

つでも閲覧することが可能であります。
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③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループのリスク管理全体を統括するリスク管理担当役員を任命し、リ

スク管理規程を定め、各部門のリスク管理体制の責任者である各部門担当役員

とともに、当社グループの体系的、部門横断的リスク管理体制の整備を行って

おります。

④ 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるこ

とを確保する体制

イ．取締役会を原則毎月１回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、

経営の基本方針及び重要事項に関する迅速な意思決定を行っております。

ロ．毎年３月に当社の役員及びグループ各社の主要な責任者が参加する経営方

針会議を開催し、取締役会で決定された経営基本方針に基づき、翌年度のグ

ループ経営方針の審議、決定を行っております。

週１回経営戦略会議、月１回モニタリング会議及び月１回営業会議を開催

し、業績の進捗状況の把握、情報の共有化を図っております。

ハ．取締役会は業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程を随時見直し、権限

及び責任を明確にして効率的な職務執行を行っております。

ニ．執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化と経営効率の向上を図ってお

ります。

ホ．取締役会は当社グループの企業活動が、経営目標達成のため適正かつ効率

的に行われるよう、業務の遂行状況及び内部統制の状況について指導、監督

し、改善を図るようにしております。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

職務執行上の重要な事項に関して、親会社へ定期的な報告がなされる体制

を整備しております。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

親会社の取締役会は定期的フォローアップを実施し、子会社の健全な経営

に配慮するとともに、損失の危険が見込まれる場合は、時期を失せず、適切

な対応策を講じております。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

子会社の経営上の重要事項についての意思決定は、当社と子会社間で事前

協議がなされる体制をとっております。
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ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

子会社に対し、定期的に業績その他重要な経営事項の報告を義務付けてお

り、また、当社の監査等委員会による監査及び内部監査部門による監査を実

施し、コンプライアンスの徹底を図っております。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

当社は、現在監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等

委員会から求められた場合には、必要に応じて監査の職務を補助すべき使用人

を配置いたします。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない

ものとしております。

⑦ 前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）か

らの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査等委員会の指示の実

効性の確保に関する事項

当該使用人が、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の

指揮命令にのみ従うものとし、また、当該使用人の任命・異動等人事権に係る

事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることといたしております。

⑧ 当社の監査等委員会への報告に関する体制

イ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員

会に報告するための体制

取締役及び使用人は、当社グループにおける職務執行に関する重大な法令、

定款違反の事実、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、当

社グループにおける内部監査の実施状況、その他監査等委員会が報告すべき

ものと定めた事項が生じたときは速やかに監査等委員会に報告する体制とし

ております。報告の方法（報告書、報告時期等）については取締役と監査等

委員会との協議によることにしております。

ロ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人またはこれらの

者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

当社グループにおける情報等については、毎月の月次報告や監査等委員会

との定期的な意見交換などを通じて、適切な意思疎通を図るとともに監査等

委員会の求めに応じて報告を行っております。
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⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

内部通報制度に基づく通報またはその他に関し監査等委員会に報告したこと

を理由として、報告した者に不利な取扱いを行わないこととしております。

⑩ 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係

る方針に関する事項

監査等委員会がその職務の執行のために、費用の前払い等の請求をしたとき

は、担当部署において審議のうえ、当該費用等が監査等委員会の職務の執行に

必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理いたします。

⑪ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための

体制

イ．代表取締役は、監査等委員会が内部監査室及び会計監査人と円滑な関係を

築けるように配慮しております。

ロ．代表取締役は、監査等委員会と定期的に会社運営に関し意見交換及び意思

の疎通を図っております。

ハ．代表取締役は、業務の適正を確保するうえで重要会議への監査等委員の出

席を確保しております。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は企業倫理行動方針及び社員行動規範において、社会の秩序や企業の健

全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むこと

を基本方針に定めております。

反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察等の関係行政機関と緊密な

連携をとり、一切応じないことを明確にしております。

（運用状況）

当社は、上記業務の適正を確保するための体制につき、その適切な運用に努

めております。当連結会計年度における業務の適正を確保するための体制の運

用状況の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役の職務の適正及び効率性の確保に関する事項

当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と監査等委員

である取締役（社外取締役を含む）が出席して行われます。取締役会は月１回

の頻度で開催されており、重要な意思決定や職務執行状況等について活発な意

見交換がなされております。
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② リスク管理に関する事項

当社は、当社グループ全体のリスク管理について、統括する管理担当役員、

各部門及び各グループのリスク管理体制の責任者と、各部門のリスク状況の管

理体制の整備を行うとともに、未然防止策、対応策等を検討し、また、リスク

管理上重要な情報の入手に努め、その都度取締役会において報告を行っており

ます。

③ コンプライアンスに関する取組み

当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を年２回開催し、社員

のコンプライアンスに対する意識向上を図っております。また、内部通報制度

を設けており、社内においては総務部、社外においては当社顧問弁護士を通報

窓口とし、問題の早期発見、早期解決に取り組んでおります。

④ 内部監査に関する取組み

内部監査室は、当社の各部署及びグループ各社が法令、定款、規定等に則し

て、適切に業務運営を行っているか、書類の閲覧やヒアリング等を通じて監査

を行っております。内部監査室長は、取締役会において監査結果を報告してお

ります。

⑤ 監査等委員会の監査体制

当社の監査等委員である取締役は、取締役会に出席するほか、経営方針会議

等の重要な会議に出席して意見を述べております。また、役職員に対しては個

別のヒアリングを行い、取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行

状況やコンプライアンスに関する問題点を確認するとともに、会計監査人及び

内部監査室とも情報交換を行って、経営監視機能の強化を図っております。

（6）剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の配当政策の基本的な考え方は、業績の向上を目指し、株主の皆様へ利益

還元することに最善の努力をしてまいりますとともに、今後の事業展開に備える

ための内部留保に重点を置き、配当性向を考慮しながら、安定的な配当を行って

いくことにあります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針と

しております。これらの剰余金の配当の決定は、「法令に別段の定めのある場合を

除き、取締役会の決議により定めることができる」旨を定款に定めております。

当期の配当金におきましては、当期の収益状況と今後の経営環境などを勘案し、

１株当たり10円とさせていただく予定であります。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 6,603,462 流 動 負 債 2,704,658

現 金 及 び 預 金 2,280,805 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,182,470

受取手形、売掛金及び契約資産 2,404,619 電 子 記 録 債 務 352,878

電 子 記 録 債 権 789,696 短 期 借 入 金 830,442

商 品 及 び 製 品 616,674 未 払 法 人 税 等 20,724

仕 掛 品 120,315 賞 与 引 当 金 86,559

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 156,995 株 式 給 付 引 当 金 6,384

そ の 他 235,264 そ の 他 225,199

貸 倒 引 当 金 △909 固 定 負 債 365,870

固 定 資 産 5,242,682 長 期 借 入 金 203,070

有 形 固 定 資 産 3,439,169 繰 延 税 金 負 債 149,971

建 物 及 び 構 築 物 1,085,773 そ の 他 12,828

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 496,111 負 債 合 計 3,070,528

工 具 器 具 備 品 50,668 （純 資 産 の 部）

土 地 1,410,650 株 主 資 本 8,013,744

建 設 仮 勘 定 395,966 資 本 金 1,948,250

無 形 固 定 資 産 196,948 資 本 剰 余 金 2,375,451

の れ ん 111,862 利 益 剰 余 金 3,829,106

ソ フ ト ウ エ ア 70,296 自 己 株 式 △139,063

そ の 他 14,788 その他の包括利益累計額 761,871

投 資 そ の 他 の 資 産 1,606,564 その他有価証券評価差額金 625,875

投 資 有 価 証 券 1,262,473 為 替 換 算 調 整 勘 定 135,996

長 期 貸 付 金 110,651

繰 延 税 金 資 産 326

そ の 他 258,378

貸 倒 引 当 金 △25,265 純 資 産 合 計 8,775,616

資 産 合 計 11,846,144 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,846,144

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（
2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,666,593

売 上 原 価 7,565,975

売 上 総 利 益 2,100,618

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,017,685

営 業 利 益 82,932

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 39,460

為 替 差 益 13,637

そ の 他 の 営 業 外 収 益 9,999 63,097

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10,564

そ の 他 の 営 業 外 費 用 8,581 19,146

経 常 利 益 126,884

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 19,473

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2

退 職 給 付 制 度 終 了 益 102,709 122,184

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 7,315

減 損 損 失 77,951

役 員 退 職 金 7,000

事 業 整 理 損 9,824 102,091

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 146,977

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 44,206

法 人 税 等 調 整 額 16,673 60,880

当 期 純 利 益 86,096

親会社株主に帰属する当期純利益 86,096

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（
2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,948,250 2,375,451 3,822,519 △149,307 7,996,913

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △77,938 △77,938

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

86,096 86,096

自 己 株 式 の 処 分 － － △1,572 3,248 1,676

株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分

－ － － 6,996 6,996

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － － 6,586 10,244 16,831

当連結会計年度末残高 1,948,250 2,375,451 3,829,106 △139,063 8,013,744

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包括利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 531,305 25,803 557,108 8,554,021

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △77,938

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

86,096

自 己 株 式 の 処 分 － － － 1,676

株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分

－ － － 6,996

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額(純額)

94,570 110,193 204,763 204,763

当連結会計年度変動額合計 94,570 110,193 204,763 221,594

当連結会計年度末残高 625,875 135,996 761,871 8,775,616

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ７社

・連結子会社の名称 サンコウサンギョウ（マレーシア）ＳＤＮ．ＢＨＤ．

光華産業有限公司

燦光電子（深圳）有限公司

サンコウサンギョウ（バンコク）ＣＯ．，ＬＴＤ．

株式会社ベンリナー

株式会社トムズ・クリエイティブ

株式会社アクシストラス

② 非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称 株式会社五反田ゴム工業

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売上高、当期純利

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社の状況

該当事項はありません。

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主な会社等の名称 株式会社五反田ゴム工業

Mitsuto Optical Electronic．Inc．

・持分法を適用しない理由 非連結子会社及び関連会社の当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結計算書類に

及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

サンコウサンギョウ（マレーシア）ＳＤＮ．ＢＨＤ． 12月31日

光華産業有限公司 12月31日

燦光電子（深圳）有限公司 12月31日

サンコウサンギョウ（バンコク）ＣＯ．，ＬＴＤ． 12月31日

株式会社ベンリナー ２月28日

連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に発生

した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、

連結会計年度と同一であります。
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（4）会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料及び貯蔵品、仕掛品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～20年

ロ．無形固定資産 ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込み

利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しておりま

す。

ハ．リース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連

結会計年度に負担すべき額を計上しております。

ハ．株式給付引当金 当社は、株式付与規程に基づく従業員への当社株式の給付に

備えるため、当連結会計年度に負担すべき額を計上しており

ます。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用

しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に

受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
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⑤ 重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約について要件

を満たしている場合は、振当処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権

ハ．ヘッジ方針 当社の社内ルールに基づき、為替変動リスクをヘッジしてお

ります。外貨建取引のうち為替変動リスクが発生する場合

は、そのリスクヘッジのため、原則として為替予約取引を行

うものとしております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法 為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象における

通貨、期日等の重要な条件が同一であり、かつヘッジ期間を

通じて変動相場またはキャッシュ・フロー変動を相殺してい

ると想定することができるため、ヘッジの有効性評価は省略

しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

２．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下、

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基

準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下、「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(２)

ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連

結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年

度の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しており

ます。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会

計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下のとおりです。

繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 326千円

繰延税金負債 149,971千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積って

おります。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があ

り、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算

書類において、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記

（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

差し入れた銀行保証状発行の見返りとして発行銀行より次のものが拘束されております。

現金及び預金（定期預金） 19,290千円

計 19,290千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 5,362,578千円

（3）当座貸越

当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行と当座貸越

契約を締結しております。当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越限度額 1,550,000千円

借入実行残高 758,082千円

差引額 791,918千円

５．連結損益計算書に関する注記

投資有価証券売却益

当連結会計年度において、保有する投資有価証券の一部を売却したものであります。

退職給付制度終了益

当連結会計年度において、確定給付企業年金制度を廃止したことによるものであります。

減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しており

ます。

① 減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類
金額
(千円)

東京都渋谷区

（株式会社アクシストラス)
― のれん 77,951

合計 77,951

② 減損損失に至った経緯

営業活動から生じる損益が継続してマイナスの為、当該資産グループの帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

③ 減損損失の内訳

のれん 77,951 千円
合計 77,951 千円

④ 資産のグルーピングの方法

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位としてグループ内の会社を基礎として

グルーピングしております。

⑤ 回収可能価額の算定方法

株式会社アクシストラスに係るのれん相当額については、収益性が低下したことにより帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、回収可能

価額は将来キャッシュ・フローが見込めないことからゼロとして評価しております。

事業整理損

当連結会計年度において、希望退職の特別退職金等の費用を計上しております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（1）発行済株式の総数に関する事項 （単位：株）

株 式 の 種 類
当連結会計年度期首
株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普 通 株 式 7,878,800 － － 7,878,800

（2）剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

2024年６月27日開催の第64回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 77,938千円

・１株当たりの配当金額 10円

・基準日 2024年３月31日

・効力発生日 2024年６月28日

（注）2024年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託が保

有する当社株式に対する配当金989千円が含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

2025年６月27日開催の第65回定時株主総会において次のとおり決議いたします。

・配当金の総額 77,978千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たりの配当金額 10円

・基準日 2025年３月31日

・効力発生日 2025年６月30日

（注）2025年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託が保

有する当社株式に対する配当金783千円が含まれております。
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７．金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等に限定し、また資金調達については銀行借入によ

る方針であります。デリバティブは、為替の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引

は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され

ております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管

理及び残高確認を行うとともに、必要に応じて取引先の信用状況を把握する体制としておりま

す。

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関

係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状態を把握し、取引

先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日で

あります。営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が資金繰

計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、長期借入金は支払金利の変動リスクを回避

するため、固定金利により資金調達を行っております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を

目的とした先物為替予約取引であります。なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取

引権限を定めた社内規程に沿って行っており、また、デリバティブの利用に当たっては、信用リ

スクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項

2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額110,485千円）は、「その他有価

証券」には含めておりません。また、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債

権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を除く）に

ついては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま

す。

（単位：千円）

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額

時 価 差 額

投資有価証券

その他有価証券 1,151,987 1,151,987 －

資産計 1,151,987 1,151,987 －

長期借入金 ※ 275,430 270,639 △4,790

負債計 275,430 270,639 △4,790

※長期借入金は１年以内返済予定の長期借入金を含めております。

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した

時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,151,987 － － 1,151,987
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② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ※ － 270,639 － 270,639

※長期借入金は１年以内返済予定の長期借入金を含めております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８．収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

外部顧客の属する産業
セグメント

日本 中国 アセアン 合計

ＡＶ機器関連 1,192,531 129,824 153,121 1,475,477

ＯＡ機器関連 862,928 637,321 31,900 1,532,150

その他電気機器関連 2,944,116 413,079 452,984 3,810,180

輸送用機器関連 1,118,536 － － 1,118,536

印刷業界関連 403,946 － － 403,946

その他 1,326,301 － － 1,326,301

外部顧客との契約から
生じる収益

7,848,360 1,180,225 638,007 9,666,593

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 7,848,360 1,180,225 638,007 9,666,593
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（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社グループは、接着剤付きラベル・ステッカー・パネル等の特殊印刷製品の企画並びに製造、

販売を主な事業内容としております。

・国内取引において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で

ある場合には、出荷時に収益を認識しております。

・輸出取引においては着荷時に収益を認識しております。

・代理人取引に該当する取引においては売上高から売上原価を控除した純額で収益を認識しており

ます。

９．１株当たり情報に関する注記

（1）１株当たり純資産額 1,136円81銭

（2）１株当たり当期純利益 11円16銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた当連結会計年度末の普通株式及び１株当たり当期純

利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除

する他、株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式（当連結会計年度末78千株、期中平均株

式数87千株）を控除して算定しております。

10．重要な後発事象に関する注記

１．取引の概要

当社は、当社の連結子会社である株式会社ベンリナーを吸収合併存続会社とし、当社の非連結

子会社である株式会社五反田ゴム工業を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、

2025年３月１日付で実施いたしました。

(1）結合当事企業の名称及び事業の内容

（吸収合併存続会社）

名称：株式会社ベンリナー

事業の内容：野菜調理器の製造・販売

（吸収合併消滅会社）

名称：株式会社五反田ゴム工業

事業の内容：工業用ゴム製造販売

(2）企業結合日

2025年３月１日

株式会社ベンリナーの決算日は２月28日であり、連結決算日との差異が３ヶ月を超えていない

ため、株式会社ベンリナーの決算日現在の財務諸表を使用して連結決算を行っております。

そのため、今回の吸収合併は2026年３月期第１四半期の四半期連結財務諸表から影響を与える予

定です。

(3）企業結合の法的形式

株式会社ベンリナーを吸収合併存続会社、株式会社五反田ゴム工業を吸収合併消滅会社とする

吸収合併

(4）結合後企業の名称

株式会社ベンリナー

(5）その他取引の概要に関する事項

2024年６月に発表しました中期経営計画の第二の柱にあります「ベンリナー（日本刀のような
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切れ味の高性能スライサー）の生産量２倍を実現する事業基盤を構築」を推進するために株式会

社五反田ゴム工業を第二の製造拠点といたしました。これは、生産量がボトルネックであったベ

ンリナーの増産による収益力拡大を目的としております。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16

日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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貸 借 対 照 表

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 4,472,894 流 動 負 債 1,388,600

現 金 及 び 預 金 893,780 支 払 手 形 11,799

受 取 手 形 146,748 電 子 記 録 債 務 352,878

電 子 記 録 債 権 789,696 買 掛 金 599,018

売 掛 金 及 び 契 約 資 産 2,022,948 短 期 借 入 金 160,000

製 品 362,074 未 払 金 102,849

仕 掛 品 37,796 未 払 費 用 4,129

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 69,352 未 払 法 人 税 等 16,462

そ の 他 151,437 賞 与 引 当 金 86,559

貸 倒 引 当 金 △940 株 式 給 付 引 当 金 6,384

固 定 資 産 5,197,157 そ の 他 48,519

有 形 固 定 資 産 2,227,719 固 定 負 債 387,529

建 物 796,770 長 期 借 入 金 135,000

構 築 物 9,382 債 務 保 証 損 失 引 当 金 96,734

機 械 装 置 161,514 繰 延 税 金 負 債 142,967

車 両 運 搬 具 2,553 そ の 他 12,828

工 具 器 具 備 品 14,933 負 債 合 計 1,776,130

土 地 1,229,789 （純 資 産 の 部）

建 設 仮 勘 定 12,775 株 主 資 本 7,268,045

無 形 固 定 資 産 69,689 資 本 金 1,948,250

ソ フ ト ウ エ ア 69,689 資 本 剰 余 金 2,370,320

投 資 そ の 他 の 資 産 2,899,748 資 本 準 備 金 2,370,320

投 資 有 価 証 券 1,262,473 利 益 剰 余 金 3,088,539

関 係 会 社 株 式 1,308,562 利 益 準 備 金 157,125

関 係 会 社 長 期 貸 付 金 662,395 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,931,413

長 期 貸 付 金 110,651 別 途 積 立 金 3,962,000

長 期 前 払 費 用 2,547 繰 越 利 益 剰 余 金 △1,030,586

長 期 差 入 保 証 金 51,539 自 己 株 式 △139,063

そ の 他 24,340 評価・換算差額等 625,875

貸 倒 引 当 金 △522,759 その他有価証券評価差額金 625,875

純 資 産 合 計 7,893,921

資 産 合 計 9,670,051 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,670,051

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（
2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,555,234

売 上 原 価 6,083,075

売 上 総 利 益 1,472,159

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,416,624

営 業 利 益 55,534

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 24,948

為 替 差 益 12,351

そ の 他 の 営 業 外 収 益 2,392 39,692

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,939

そ の 他 の 営 業 外 費 用 126 4,065

経 常 利 益 91,162

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 16,330

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2

退 職 給 付 制 度 終 了 益 102,709 119,041

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 7,315

関 係 会 社 株 式 評 価 損 228,182

事 業 整 理 損 9,824

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 72,470

債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 96,734 414,527

税 引 前 当 期 純 損 失（△） △204,322

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,316

法 人 税 等 調 整 額 15,647 25,963

当 期 純 損 失（△） △230,286

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（
2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,948,250 2,370,320 2,370,320 157,125 3,962,000 △720,789 3,398,336

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △77,938 △77,938

当期純損失（△） △230,286 △230,286

自己株式の処分 － － － － － △1,572 △1,572

株式給付信託による自己株式の処分 － － － － － － －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △309,797 △309,797

当 期 末 残 高 1,948,250 2,370,320 2,370,320 157,125 3,962,000 △1,030,586 3,088,539

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △149,307 7,567,598 531,305 531,305 8,098,903

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △77,938 △77,938

当期純損失（△） △230,286 △230,286

自己株式の処分 3,248 1,676 － － 1,676

株式給付信託による自己株式の処分 6,996 6,996 － － 6,996

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

94,570 94,570 94,570

当 期 変 動 額 合 計 10,244 △299,552 94,570 94,570 △204,982

当 期 末 残 高 △139,063 7,268,045 625,875 625,875 7,893,921

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・製品、原材料及び貯蔵品、仕掛品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50年

機械装置 ２～20年

② 無形固定資産 ソフトウェア（自社利用）については社内における見

込み利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却

しております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のう

ち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

③ 株式給付引当金 当社は、株式付与規定に基づく従業員への当社株式の

給付に備えるため、当事業年度に負担すべき額を計上

しております。

④ 債務保証損失引当金 関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上

しております。

（4）収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用してお

り、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け

取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
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（5）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約につい

て要件を満たしている場合は、振当処理を採用してお

ります。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権

③ ヘッジ方針 当社の社内ルールに基づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。外貨建取引のうち為替変動リスクが発

生する場合は、そのリスクヘッジのため、原則として

為替予約取引を行うものとしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象に

おける通貨、期日等の重要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ期間を通じて変動相場またはキャッシュ・フロ

ー変動を相殺していると想定することができるため、

ヘッジの有効性評価は省略しております。

２. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下、

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計

基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日）第65－２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っております。

なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しておりま

す。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書

類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下のとおりです。

繰延税金資産の回収可能性

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産の金額は、個別注記表「７．税効果会計に関する注記」に記載の金額と同一であり

ます。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記」に記載のとおりであります。

４. 貸借対照表に関する注記

（1）有形固定資産の減価償却累計額 2,950,948千円

（2）保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

株式会社トムズ・クリエイティブ 53,695千円
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（注）債務保証額から債務保証損失引当金設定額を控除した金額を記載しております。

（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

貸借対照表に区分表示された以外で、関係会社に係るものは以下のとおりであります。

短期金銭債権 326,778千円

短期金銭債務 110,911千円

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

（1）営業取引高（売上高） 598,088千円

（仕入高） 1,177,346千円

（2）営業取引以外の取引高（受取利息） 1,015千円

（受取配当金） －千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

（単位：株）

株 式 の 種 類
当事業年度期首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 183,874 － 24,578 159,296

（注）１．当事業年度末日の自己株式数には、株式付与ESOP信託が信託財産として保有する当社株式

78,322株が含まれております。

２．自己株式の株式数の20,578株の減少は、株式付与ESOP信託の株式売却または交付によるもの

であり、4,000株の減少は、譲渡制限付株式の交付によるものであります。
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７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

繰延税金資産

繰越欠損金 9,580

賞与引当金 26,504

株式給付引当金 1,954

貸倒引当金 165,070

未払事業税 3,683

債務保証損失引当金 30,490

建物減価償却費 40,791

減損損失 15,960

関係会社株式評価損 309,765

事業整理損 31,465

投資有価証券評価損 38,507

その他 35,222

繰延税金資産 小計 708,998

評価性引当額 △632,415

繰延税金資産 合計 76,582

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △219,549

繰延税金負債 合計 △219,549

繰延税金負債の純額 △142,967

８．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種 類 会 社 等 の 名 称
議 決 権 等 の
所 有 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額

（注）１
科 目 期末残高

子会社

光華産業有限公司
所有
直接100％

製 品 の 仕 入
製 品 の 購 入
（注）２

1,125,578
買 掛 金

63,697

サンコウサンギョウ
（バンコク）
ＣＯ．，ＬＴＤ．

所有
直接100％

製 品 の 販 売
製 品 の 販 売
（注）２

9,855
売 掛 金

141,623

資 金 の 援 助 資 金 の 貸 付 ―
関 係 会 社
長 期 貸 付 金
（注）３

527,292

株式会社トムズ・
クリエイティブ

所有
直接100％

資 金 の 援 助
銀行借入に対する
債 務 保 証
（注）４

150,430 債務保証損失
引 当 金

96,734

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．取引金額には消費税等を含めておりません。

２．価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して子会社から希望価格が提示され、価格交渉の

うえで決定しております。

３．サンコウサンギョウ（バンコク）ＣＯ．，ＬＴＤ．に対する資金の貸付については、従来市

場金利を勘案して利率を決定しておりましたが、2017年度より、同社の状況に鑑み利息の支
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払いを当面の間免除しております。これにより、当事業年度において免除した利息は、

9,848千円であります。返済条件は期間３年としており、担保は受け入れておりません。な

お、サンコウサンギョウ（バンコク）ＣＯ．，ＬＴＤ．に対する債権に対し、472,302

千円の貸倒引当金を設定しております。

４．取引金額には、債務保証の事業年度末残高を記載しております。なお、これに係る保証料等

は受け取っておりません。

９．収益認識に関する注記

連結注記表「８.収益認識に関する注記(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎とな

る情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記

（1）１株当たり純資産額 1,022円59銭

（2）１株当たり当期純損失（△） △29円87銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた当事業年度末の普通株式及び１株当たり当期純損失

の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する

他、株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式（当事業年度末78千株、期中平均株式数87千

株）を控除して算定しております。

11．重要な後発事象に関する注記

「連結注記表 重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略

しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年５月27日

三光産業株式会社

取締役会 御中
監 査 法 人 ま ほ ろ ば
東京都港区
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井 尾 仁 志

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 澤 直 也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三光産業株式会社の2024

年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、三光産業株式会社及び連結子会社からなる企
業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含
まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものでは
ない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計
算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書

類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を
含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情
報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監
査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年５月27日

三光産業株式会社

取締役会 御中
監 査 法 人 ま ほ ろ ば
東京都港区
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井 尾 仁 志

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 澤 直 也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三光産業株式会社

の2024年４月１日から2025年３月31日までの第65期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類
等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含
めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。
以 上

― 48 ―

2025年05月27日 16時00分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第65期事業年度に

おける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以

下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関

する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統

制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい

て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、

下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部

門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行

に関する事項の説明を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が

適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ

る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令違反若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務

の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人まほろばの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人まほろばの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月28日

三光産業株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 高 橋 光 弘 ㊞
監 査 等 委 員 大 津 素 男 ㊞
監 査 等 委 員 川 添 啓 明 ㊞

（注） 監査等委員大津素男及び川添啓明は、会社法第２条第15号及び第331条第６
項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

第65期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類

金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は77,978,260円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金処分に関する事項

株主の皆様への安定的な配当を実施するため、別途積立金を取崩し、以下のと

おりといたしたいと存じます。

（1）減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,110,000,000円

（2）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,110,000,000円
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、

本議案において同じ。）４名全員は任期満了となります。

つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について

適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

１

石
いし

井
い

正
まさ

和
かず

（1955年１月１日生）

1978年４月 当社入社

55,700株 なし

2004年４月 第一営業部長
2014年９月 執行役員営業統括部長
2017年６月 取締役執行役員海外統括室

長
2018年４月 光華産業有限公司董事長
2018年４月 燦光電子（深圳）有限公司

董事長
2018年６月 代表取締役社長執行役員

（現任）
2018年６月 サンコウサンギョウ（マレ

ーシア）ＳＤＮ．ＢＨＤ．
取締役

2018年12月 光華産業有限公司董事
2018年12月 燦光電子（深圳）有限公司

董事
2022年12月 株式会社ベンリナー取締役

（現任）

【取締役候補者とした理由】
石井正和氏は、2018年より当社代表取締役社長として、当社の企業価値向上に向け、強い
リーダーシップを発揮しております。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、就任以来、当社の改革をスピーディーに推進してまいりました。今後の当社グループ
の持続的な成長・革新のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願い
するものであります。

― 52 ―

2025年05月27日 16時00分 $FOLDER; 52ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

２

北
きた

村
むら

眞
しん

一
いち

（1965年４月３日生）

1989年４月 当社入社

14,200株 なし

2014年４月 第一営業部長
2016年４月 執行役員第一営業部長兼営

業技術部長兼海外営業部長
2016年６月 取締役執行役員営業管掌
2017年４月 取締役執行役員営業統括室

担当
2019年10月 光華産業有限公司董事長

（現任）
2019年10月 燦光電子（深圳）有限公司

董事長（現任）
2020年１月 株式会社トムズ・クリエイ

ティブ取締役
2020年４月 取締役執行役員グローバル

統括本部長
2021年４月 取締役執行役員営業統括本

部長（現任）
2021年４月 サンコウサンギョウ（バン

コク）ＣＯ．，ＬＴＤ．社長
（現任）

2022年12月 株式会社ベンリナー取締役
（現任）

2023年10月 株式会社アクシストラス代
表取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
北村眞一氏は、2016年より当社取締役として経営に携わっており、営業部門、当社グルー
プ各社を統括しております。営業分野における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見
を有していることから、今後の当社グループの持続的な成長・革新のために適切な人材と
判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

３

おか だ ゆたか

岡 田 豊
（1967年１月３日生）

1989年４月 当社入社

12,700株 なし

2011年４月 営業技術部長
2017年４月 執行役員国内営業部長兼営

業推進室部長兼本社圏生産
担当

2020年４月 執行役員東日本統括本部長
兼国内営業部長兼生産管理
部長

2020年６月 取締役執行役員東日本統括
本部長兼国内営業部長兼生
産管理部長

2021年４月 取締役執行役員東日本統括
本部長兼生産管理部長

2025年１月 取締役執行役員製造統括本
部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
岡田豊氏は、2020年より当社取締役として経営に携わっており、国内工場、生産管理部門
を統括しております。製造分野及び生産管理における豊富な経験と企業経営に関する幅広
い知見を有していることから、今後の当社グループの持続的な成長・革新のために適切な
人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

４

矢
や

野
の

恵美子
え み こ

（1967年３月28日生）

1989年４月 当社入社

10,900株 なし

2018年４月 営業業務部長
2020年４月 執行役員営業業務部長
2021年４月 執行役員営業統括副本部長

兼営業業務部長
2021年６月 取締役執行役員営業統括副

本部長兼営業業務部長
2022年４月 取締役執行役員営業統括副

本部長兼営業業務推進部長
（現任）

2023年10月 株式会社トムズ・クリエイ
ティブ取締役（現任）

2023年10月 株式会社ベンリナー取締役
（現任）

【取締役候補者とした理由】
矢野恵美子氏は、2021年より当社取締役として経営に携わっており、営業業務を統括して
おります。海外拠点も含めた営業管理における豊富な経験と知見を有していることから、
今後の当社グループの持続的な成長のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として
選任をお願いするものであります。

（注）１．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆
Ｏ保険）契約を締結しており、被保険者である当社取締役がその職務に関し責任を負うこ
と又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補され
ます。
各候補者が取締役に再任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

２．各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2025年３月31日）現在の株式数を記載して
おります。また、三光産業役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

高
たか

橋
はし

利
とし

郎
ろう

（1971年10月７日生）

1998年４月 弁護士登録

－株 なし
1998年４月 米津合同法律事務所入所
2001年３月 永田町法律事務所入所

パートナー弁護士（現任）

（注）１．高橋利郎氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
２．高橋利郎氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての職務を

通じて培われた法令等に関する専門的知見をもとに、社外取締役として独立した立場から
経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待できるため、補欠の
監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

３．当社は、高橋利郎氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、会社法第427条第
１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で
あります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額といたします。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆
Ｏ保険）契約を締結しており、被保険者である当社取締役がその職務に関し責任を負うこ
と又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補され
ます。
なお、候補者の高橋利郎氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、当該保険
契約の被保険者となる予定であります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である監査法人まほろばは、本総会終結の時をもって任期満了

により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに城南監査法人を会

計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、監査等委員会が城南監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監

査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規

模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営と新たな視点での監査が期待できる

こと、及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適

任と判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

監査法人の名称 城南監査法人

主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目１番９号

沿 革 2021年７月 城南監査法人を設立

概 要

資本金 10百万円
人員 社員（公認会計士） ８名

職員（公認会計士） 17名
（会計士補） １名
（その他の職員） ６名
合 計 32名

関与会社 25社

業務執行予定社員
宮坂 直慶
加藤 尽
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株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合の取締役会のスキ

ルマトリックスは以下のとおりとなります。

氏 名
当社における
地 位

企業経営・
専門的知見

製造・技術
・研究開発

マーケティ
ング・営業

財 務 ・
ファイナンス・
Ｍ ＆ Ａ

Ｉ Ｔ ・
デジタル

人 事 ・
労 務 ・
人材開発

法務・リスク
マネジメント

ＥＳＧ・
サステナ
ビリティ

グローバル
経 験

石 井 正 和
代表取締役
社 長

● ● ● ● ● ● ● ● ●

北 村 眞 一 取 締 役 ● ● ● ● ●

岡 田 豊 取 締 役 ● ● ● ● ● ●

矢野恵美子 取 締 役 ● ● ● ● ● ●

高 橋 光 弘
取 締 役

（常勤監査等委員）
● ● ● ●

大 津 素 男
取 締 役
（監査等委員）

● ● ●

川 添 啓 明
取 締 役
（監査等委員）

● ● ● ●

以上
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靖国通り

日本大学
本部

りそな銀行
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日
本
テ
レ
ビ
通
り

九段南四

正面玄関
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株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区九段北四丁目２番25号

アルカディア市ヶ谷（私学会館）５階「大雪の間」

電話 03 (3261）9921

ＪＲ中央・総武線（各駅停車）市ヶ谷

駅東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅Ａ１出口または１出口都営

地下鉄新宿線市ヶ谷駅Ａ１出口、１出口またはＡ４出口上記各出口

から徒歩約２分

（会場付近略図）
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